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地域住宅計画

令和 3 年度 ～ 7 年度

 １　地域の住宅政策の経緯及び現況

 ２　課題

岐阜県  作成主体名

 計画期間

岐阜県、揖斐川町、坂祝町、安八町、大野町

岐阜県地域住宅計画 計画の名称

　平成２８年度から令和２年度までの５年間、岐阜県地域住宅計画において、『すべての人が安心して生活するための居住環境の整
備』、『質の高い住宅性能の確保』、『空き家対策』、『地域固有の住文化の継承』、『住宅対策の推進体制の整備』を目標に掲げ、
住宅施策を推進してきた。
　令和３年１２月現在、当県の推計人口は１，９７８，７４２人である。総世帯数は増加、１世帯あたりの人員、総人口は減少してお
り、中山間地域では深刻な過疎化がみられる。
　総世帯数が増加しているものの１世帯あたりの人員、人口が減少しているという住宅需要の変化に適切に対応し、住宅ストックを有
効に活用しつつ、地域の実情に応じた供給・整備を進める必要がある。
　平成３０年住宅・土地統計調査によると、住宅総数は約８９万４千戸。持家中心に住宅が供給されてきた当県では、少子化の影響も
あって相続しても住まない住宅も増加するなど、空き家の増加傾向が顕著である。これら空き家が深刻な問題になりつつある。

○すべての人が安心して生活するための居住環境の整備
　　すべての人が安心して生活できる住宅セーフティネットを充実させる必要がある。また、少子化・高齢化社会を迎えるにあたり、
子育てしやすい環境、高齢者や障がい者が住みよい環境を整備する必要がある。

○空き家対策
　　県内において空き家が増加傾向にあり、適切に管理されていない空き家により地域住民の生活環境に深刻な影響を与えるケースも
現れていることから、必要な施策を推進する必要がある。

○地域固有の住文化の継承
　　当県の有する地域固有の建築文化を尊重し、さらに発展的継承を推進するために、県の財産ともいえる「匠の技」「優良な資材」
を活用した住宅生産体制の整備、普及を図り、これらの地域資材を活かした住まいづくりを推進する必要がある。

○住宅施策の推進体制の整備
　　住まいに関する新たな課題や県民の多様なニーズに対応するため、より効果的な施策メニューの推進を図る必要がある。
　　令和５年度住生活月間中央イベント等の開催に呼応した地方イベントを企画立案し、住生活に関する施策の推進を図る必要があ
る。

 都道府県名



単　位 基準年度 目標年度

県営住宅長寿命化型改善事業実施率 ％
長寿命化計画において長寿命化型改善事
業実施と判定した住棟の事業実施率

92.8% 3 96.4% 7

県営住宅高齢者対応住戸率 ％
管理する県営住宅のうち、高齢者対応住宅
の戸数割合

20.6% 3 24.5% 7

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

 ３　計画の目標

◆「すべての人が安心して生活するための居住環境の整備」
　既存公営住宅の福祉対応型及び居住性向上型および安全性確保型改善を行い住環境の向上を図る。
　また、長寿命化型改善を実施し財政負担の増加を軽減・平準化する。

◆「空き家対策」
　空家等管理が不十分な建築物の増加によって生じる諸問題に総合的に対応し、県民が安心して暮らせる住環境を確保する。

◆「地域固有の住文化の継承」
　地域材の優良性を広く県内外にＰＲすることで、地元工務店等による優良な地域材を活用した木造住宅（県産材住宅）の建設促進を行う。

◆「住宅施策の推進体制の整備」
　住まいに関する新たな課題や県民の多様なニーズに対応するため、より効果的な施策メニューの推進を図る。

 ４　目標を定量化する指標等

指　　標 定　　義 従前値 目標値



 ５　目標を達成するために必要な事業等の概要

＜事業の概要＞
◆県営住宅の維持修繕に係る財政負担の増加を軽減・平準化
　　　　「公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業【長寿命化型】」
◆県営住宅における住環境向上
　　　　「公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）【福祉対応型】」
　　　　「公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）【居住性向上型】」
　　　　「公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）【安全性確保型】」
　　　　「公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）【子育て世帯支援型】」
　　　　「公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）【公営住宅等長寿命化計画策定事業】」
　　　　「公営住宅整備事業等（公営住宅等整備事業）【公営住宅除却】」
　　　　「地域住宅政策推進事業（公営住宅の整備等に関する事業）【駐車場整備】」
◆公営住宅入居者の居住の継続的安定を図る
　　　　「公的賃貸住宅家賃低廉化事業」

＜事業の概要＞
◆空き家の実態把握調査
　　　　　「住宅地区改良事業等（空き家再生等推進事業）」
◆空家等相談窓口設置、空家等対策に関する市町村の取り組みを支援
　　　　　「空家等対策推進事業」

目標①：「すべての人が安心して生活するための居住環境の整備」

目標②：「空き家対策」

目標③：「地域固有の住文化の継承」

＜事業の概要＞
◆木造住宅振興のための活動に対する支援
　　　　「地域木造住宅支援事業」
◆県産材を活用した家づくりに対する支援
　　　　「ぎふの木で家づくり支援事業」

目標④：「住宅施策の推進体制の整備」

＜事業の概要＞
◆住まいに関する新たな課題や、県民の多様なニーズに対応
　　　　　「地域住宅政策推進事業」
　　　　　　　　　住宅計画策定推進事業
　　　　　　　　　住生活に関する施策の推進に資する事業
　　　　　　　　　県営住宅管理システム整備事業



 ６　目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

Ａ　基幹事業 （金額の単位は百万円）

Ａ１　岐阜県地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）

交付期間内
事業費

（A）公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）【長寿命化型】 1,147

（A）公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）【福祉対応型】 82 地域住宅計画（Ａ）

（A）公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）【居住性向上型】 193

（A）公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）【安全性確保型】 77

（A）公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）【子育て世帯支援型】 岐阜県 31

7

（A)公営住宅整備事業等（公営住宅等整備事業）【公営住宅除却】 岐阜県 1,677

（K）住宅地区改良事業等（住宅新築資金等貸付助成事業） 4
（K）公的賃貸住宅家賃低廉化事業 2 地域住宅計画（K）

（K）住宅地区改良事業等（空き家再生等推進事業）【空き家等実態把握調査】 3

3,223 Ａ１

Ａｃ　岐阜県地域住宅計画に基づく事業（提案事業）

交付期間内
事業費

（B)住宅計画策定推進事業 14

（B)空家等対策推進事業 10

（B）地域木造住宅支援事業費補助金 5

（B）ぎふの木で家づくり支援事業 岐阜県 323

（B)公営住宅の整備等に関する事業【駐車場整備】 13

（B）県営住宅管理システム更新事業 48

413 Ａｃ

　　　小計（Ａ１＋Ａｃ） 3,636 Ａ１＋Ａｃ

Ａ２　基幹事業（岐阜県地域住宅計画に基づく事業以外の事業）
交付期間内

事業費

0 Ａ２

　　　小計（Ａ１＋Ａｃ＋Ａ２） 3,636 Ａ１＋Ａ２＋Ａｃ

安八町

岐阜県

規模等

岐阜県

岐阜県

Ａｃ　小計

（A)公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）
【公営住宅等長寿命化計画策定事業】

坂祝町、大野町

揖斐川町

岐阜県

事業 事業主体

岐阜県

岐阜県

岐阜県

岐阜県

Ａ１　小計

事業

事業

事業主体 規模等

岐阜県

事業主体 規模等

　　　小計（Ａ２）

岐阜県

地域住宅計画（Ｂ）



Ｂ　関連事業（関連社会資本整備事業） （金額の単位は百万円）

Ｂ　関連社会資本整備
交付期間内

事業費

0 Ｂ

Ｃ　関連事業（効果促進事業） （金額の単位は百万円）

Ｃ　効果促進事業
交付期間内

事業費

0 Ｃ

D　関連事業（社会資本整備円滑化地籍整備事業） （金額の単位は百万円）

D　社会資本整備円滑化地籍整備事業
交付期間内

事業費

0 D

3,636

Ａ１＋Ａ２＋Ａｃ＋Ｂ＋Ｃ＋D

（Ａｃ＋Ｃ）／（Ａ１＋Ａｃ＋Ａ２＋Ｂ＋Ｃ＋D）

（参考）その他関連事業

　　※交付期間内事業費は概算事業費

※事業を行わない基幹事業については適宜表から削除してください。

事業主体

　　　小計（Ｃ）

事業

11.36%効果促進事業等の割合

事業主体 規模等

規模等

　　　合計（Ａ１＋Ａｃ＋Ａ２＋Ｂ＋Ｃ＋D）

　　　小計（Ｂ）

事業（例）

規模等事業

事業主体

　　　小計（D）

事業 事業主体 規模等



 ７　法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８　法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９　その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

該当なし

該当なし

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の
特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）

地域優良賃貸住宅（ソピア・フラッツ）について、地域優良賃貸住宅制度要綱第5条第1項第5号の規定に基づき入居資格を以下のとおりとする。

①特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条に規定する資格を有すること。
②単身者用住戸（1DK：40戸）については、単身者の入居を認める。
③ソフトピアジャパン内の企業に就業する者を「特に居住の安定を図る必要があるもの」として優先入居枠に位置づけるとともに、自宅から通勤ができない者につい
ては、単身赴任を認める。



（参考図面）

1 岐阜県地域住宅計画計画の名称

計画の期間 計画策定主体 岐阜県、揖斐川町、安八町、坂祝町、大野町　令和3年度　～　令和7年度　（5年間）

【県内全域】
・1-Ac-1 地域住宅政策推進事業

・1-Ac-2 空家等対策推進事業
・1-Ac-3 地域木造住宅支援事業
・1-Ac-4 ぎふの木で家づくり支援事業
・1-Ac-6 県営住宅管理システム更新事業

1-A1-7 住宅地区改良事業等（住宅新築資金等貸付助成事業（養老町）

1-A1-1,2,3 公営住宅等ストック総合改善事業

1-A1-7 公営住宅等整備事業 （荒崎住宅）

1-A1-1,2,3 公営住宅等ストック総合改善事業（藤江住宅）

1-A1-1～5 公営住宅等ストック総合改善事業

1-A1-7 公営住宅等整備事業 （尾崎住宅）

1-A1-1,2,3 公営住宅等ストック総合改善事業

1-A1-7 公営住宅等整備事業 (泉北住宅）

1-A1-1,2,3 公営住宅等ストック総合改善事業

1-A1-7 公営住宅等整備事業 （宮代住宅）

1-A1-1,2,3,5 公営住宅等ストック総合改善事業

1-A1-7 公営住宅等整備事業 （加野住宅）

1-A1-1,2,3 公営住宅等ストック総合改善事業（田神住宅）

1-A1-1,2,3 公営住宅等ストック総合改善事業

1-A1-7 公営住宅等整備事業 (旭ヶ丘住宅）

1-A1-1,2,3 公営住宅等ストック総合改善事業

1-A1-7 公営住宅等整備事業

1-Ac-5 公営住宅の整備等に関する事業 (赤保木住宅）

1-A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業（北方住宅）

1-A1-1,2,3 公営住宅等ストック総合改善事業（夕陽ヶ丘住宅）

1-A1-8 公的賃貸住宅家賃低廉化事業（揖斐川町）

1-A1-1 公営住宅等ストック総合改善事業（白木住宅）

1-A1-5 公営住宅等ストック総合改善事業(坂祝町）
1-A1-5 公営住宅等ストック総合改善事業（大野町）

1-A1-9 住宅地区改良事業等（空き家再生等推進事業）（安八町）


